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公職選挙法等の一部を改正する法律案要綱

一 インターネット等を用いた文書図画の頒布の解禁
１ 何人も、選挙運動のために使用する文書図画を、ウェブサイ
ト、電子メールその他のインターネット等を用いて受信者の使
用に係る電子計算機の映像面に表示させる方法（以下「インタ
ーネット等を用いる方法」という。）により頒布することがで
きるものとすること。
２ ウェブサイトを用いる方法により頒布される選挙運動のため
に使用する文書図画は、第１２９条の規定にかかわらず、選挙
の当日においても頒布することができるものとすること。

（新第１４２条の３関係）

二 自ら開設するウェブサイトを用いて選挙運動用文書図画を頒布
する者の氏名及び電子メールアドレスの表示義務
 インターネット等を用いる方法のうち自ら開設するウェブサイ
トを用いる方法により選挙運動のために使用する文書図画を頒布
しようとする者（以下「選挙運動用ウェブサイト開設者」という。）
は、当該文書図画にその氏名及び電子メールアドレスを表示しな
ければならないものとすること。  （新第１４２条の４関係）

三 選挙運動用電子メール送信者の氏名及び電子メールアドレスの
表示義務等
１ インターネット等を用いる方法のうち電子メールを用いる方
法により選挙運動のために使用する文書図画を頒布しようとす
る者（以下「選挙運動用電子メール送信者」という。）は、当
該電子メールにその氏名、２の通知を受けるための電子メール
アドレス及び電子メールその他の適宜の方法により２の通知を
当該電子メールアドレスあてに行うことができる旨を表示しな
ければならないものとすること。
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２ 選挙運動用電子メール送信者は、その送信した選挙運動のた
めに用いる電子メール（以下「選挙運動用電子メール」という。）
を受信した者から、総務省令で定めるところにより選挙運動用
電子メールの送信をしないように求める旨の通知を受けたとき
は、これに反して、当該通知をした者に対し、選挙運動用電子
メールの送信をしてはならないものとすること。

（新第１４２条の５関係）

四 公職の候補者、候補者届出政党等以外の者の選挙運動のための
有料広告の禁止
 公職の候補者、候補者届出政党等以外の者は、選挙運動のため
に、候補者の氏名又はその氏名が類推されるような事項を、有料
で、インターネット等を用いる方法により頒布される文書図画に
掲載させることができないものとすること。

（新第１４２条の６関係）

五 選挙管理委員会によるウェブサイトの設置及び当該ウェブサイ
トと候補者のウェブサイトとのリンク
１ 衆議院議員、参議院議員又は都道府県知事の選挙においては、
都道府県の選挙管理委員会は、次のイ～ハに定める事項を表示
するためのウェブサイトを設けなければならないものとするこ
と。
イ 衆議院（小選挙区選出）議員、参議院（選挙区選出）議員
又は都道府県知事の選挙にあっては、公職の候補者の氏名、
候補者の申出に係るホームページのアドレス（１つに限る。）
その他総務省令で定める事項
ロ 衆議院（比例代表選出）議員の選挙にあっては、衆議院名
簿届出政党等及び衆議院名簿登載者の名称又は氏名、これら
の者の申出に係るホームページのアドレス（１つに限り、重
複立候補者については、イで申し出たものと同一のものに限
る。）その他総務省令で定める事項
ハ 参議院（比例代表選出）議員の選挙にあっては、参議院名
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簿届出政党等及び参議院名簿登載者の名称又は氏名、これら
の者の申出に係るホームページのアドレス（１つに限る。）
その他総務省令で定める事項

２ 都道府県の議会の議員、市町村の議会の議員又は市町村長の
選挙においては、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委
員会は、条例で定めるところにより、当該選挙の公職の候補者
が申し出たホームページのアドレス（１つに限る。）を表示す
るためのウェブサイトを設けることができるものとすること。

（新第１４２条の７関係）

六 電子メールアドレス等表示義務に違反した場合のウェブサイト
を用いる方法による文書図画の頒布の中止命令等
１ 中央選挙管理会、都道府県又は市町村の選挙管理委員会は、
選挙運動のために使用する文書図画であってウェブサイトを用
いる方法により頒布されるものについて、二に違反して当該文
書図画を頒布する者の氏名及び電子メールアドレスを表示して
いないと認めるときは、その者に対し、氏名及び電子メールア
ドレスの表示又は当該文書図画の頒布の中止を命ずることがで
きるものとすること。     （新第１４７条第２項関係）
２ 中央選挙管理会、都道府県又は市町村の選挙管理委員会は、
１の処分を命じようとする場合において、当該処分を命ずべき
者を確知することができないときは、当該処分を命ずべき者の
利用するウェブサイトに係る電気通信の役務を提供する者に対
し、当該頒布する者の氏名及び電子メールアドレスの表示又は
当該文書図画の頒布の中止に関し、必要な協力を依頼すること
ができるものとすること。   （新第１４７条第３項関係）

七 あいさつ目的の有料広告の禁止
１ 公職の候補者等は、インターネット等を用いる方法により頒
布される文書図画に、有料で、当該選挙区内にある者に対する
主としてあいさつを目的とする広告を掲載させることができな
いものとすること。
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２ 何人も、公職の候補者等に対して、当該選挙区内にある者に
対する主としてあいさつを目的とする広告を、インターネット
等を用いる方法により頒布される文書図画に有料で掲載させる
ことを求めてはならないものとすること。（第１５２条関係）

八 選挙公報のウェブサイトを用いた配布
１ 衆議院議員、参議院議員又は都道府県知事の選挙においては、
都道府県の選挙管理委員会は、現行の紙による選挙公報の配布
のほか、ウェブサイトを用いる方法により、選挙公報を配布す
るものとすること。   （新第１７０条第３項関係）
２ 都道府県の議会の議員、市町村の議会の議員又は市町村長の
選挙においては、条例で定めるところにより当該選挙に係る選
挙公報を発行する選挙管理委員会は、条例で定めるところによ
り、ウェブサイトを用いる方法により、選挙公報を配布するこ
とができるものとすること。（新第１７２条の２第２項関係）

九 インターネット等を用いた選挙期日後のあいさつ行為の解禁
インターネット等を用いた選挙期日後のあいさつ行為について
は、公職選挙法第１７８条（選挙期日後のあいさつ行為の制限）
の規定を適用しないものとすること。   （第１７８条関係）

十 ウェブサイトに掲載された選挙運動用文書図画の選挙期日後の
削除義務
ウェブサイトを用いる方法により選挙運動のために使用する文
書図画を掲載した者は、選挙の期日後速やかに、当該文書図画の
掲載が事前運動の禁止に違反することとならないようにするため
に必要な措置を講じなければならないものとすること。

（新第１７８条の２第２項関係）

十一 インターネットによる選挙運動収支報告書の公開等
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１ 総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会は、選挙運動収支報
告書（国政選挙に係るものに限る。）に係る報告書の要旨を公
表した日から５年間、当該報告書に係るデータベースをインタ
ーネットを通じて一般の利用に供しなければならないものとす
ること。           （新第１９２条第５項関係）
２ 選挙運動収支報告書の提出については、別に法律で定めると
ころにより、電子情報処理組織を使用して行うことができるも
のとすること。         （新第１８９条の２関係）
３ 政治資金規正法の収支報告書並びに政党助成法の報告書及び
支部報告書についても、１及び２と同様とすること。
（政治資金規正法新第２０条の２第３項、第３０条関係）
（政党助成法新第３２条第５項及び第７項、第３６条関係）

十二 罰則関係
１ 選挙運動用ウェブサイト開設者の電子メールアドレス等の表
示義務違反
  二に違反して、自ら開設するウェブサイトを用いる方法によ
り頒布する選挙運動のために使用する文書図画にその氏名及び
電子メールアドレスを表示しなかった者は、２年以下の禁錮又
は５０万円以下の罰金に処するものとすること。 

（第２４３条関係）
２ 選挙運動用電子メール送信者の電子メールアドレス等の表示
義務違反等
イ 三の１に違反して、選挙運動用電子メールにその氏名及び
電子メールアドレスを表示しなかった選挙運動用電子メール
送信者は、２年以下の禁錮又は５０万円以下の罰金に処する
ものとすること。          （第２４３条関係）
ロ 三の２に違反して、選挙運動用電子メールの送信をしない
ように求める旨の通知をした選挙運動用電子メールの受信者
に対し、当該通知に反して選挙運動用電子メールを送信した
選挙運動用電子メール送信者は、２年以下の禁錮又は５０万
円以下の罰金に処するものとすること。（第２４３条関係）

３ インターネット等による氏名等の虚偽表示罪
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  当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもって真実に
反する氏名、名称又は身分の表示をしてインターネット等を用
いる方法による通信を行った者は、２年以下の禁錮又は３０万
円以下の罰金に処するものとすること。

（第２３５条の５関係）
４ 公職の候補者、候補者届出政党等以外の者の選挙運動のため
の有料広告の禁止違反
  四に違反して、選挙運動のために候補者の氏名又はその氏名
が類推されるような事項を有料でインターネット等を用いる方
法により頒布される文書図画に掲載させた者は、２年以下の禁
錮又は５０万円以下の罰金に処するものとすること。

（第２４３条関係）
５ 文書図画の頒布の中止命令違反
  六の１による文書図画への氏名及び電子メールアドレスの表
示又は文書図画の頒布の中止の命令に従わなかった者は、２年
以下の禁錮又は５０万円以下の罰金に処するものとすること。

（第２４３条関係）
６ あいさつ目的の有料広告の禁止違反
イ 七の１に違反してあいさつを目的とする広告を掲載させた
公職の候補者等は、５０万円以下の罰金に処するものとする
こと。
ロ 七の２に違反して公職の候補者等を威迫して、広告を掲載
させることを求めた者は、１年以下の懲役若しくは禁錮又は
３０万円以下の罰金に処するものとすること。

（第２３５条の６関係）

十三 施行期日等
１ 施行期日 
 この法律は、公布の日から起算して１年を超えない範囲内に
おいて政令で定める日から施行するものとすること。ただし、
九は、公布の日から施行するものとすること。
２ 適用区分 
 一から六まで、八及び十一（これらに係る罰則の規定を含む。）
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は、施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙に係
る選挙運動及び選挙運動収支報告書について適用するものとす
ること。
３ 検討 
 インターネット等を用いる方法による選挙運動の在り方につ
いては、少なくとも３年ごとに、その間に行われた選挙におけ
る選挙運動の実情について検討が加えられ、その結果に基づい
て必要な措置が講ぜられるものとすること。
４ その他 
 その他所要の規定の整備を行うものとすること。


